
新潟市前立腺がん集団検診実施要領

１ 目的

前立腺がんの早期発見と早期治療を促進するため，前立腺がん集団検診（以下「検

診」という。）を実施し，市民の健康の保持増進に寄与する。また，前立腺がんによ

る死亡率を減少させることを目的とする。

２ 対象者

（１）新潟市に住民票があり，50歳から 5歳間隔の年齢に該当し，職場等で受診の機
会のない男性とする。年齢は，年度末に達する年齢とする。ただし，市長が必要

と認める場合はこの限りではない。

（２）対象者の確認は，受診券及び本人確認書類（新潟市国民健康保険加入者は，加入 

資格がわかるもの）により行う。

（３）上記対象者のうち，下記の者は除く。

ア 対象疾患で受療中の者又は経過観察中の者

イ 入院中の者

３ 受診回数

受診回数は，同一人につき 5年に 1回とする。

４ 実施期間

実施期間は，集団検診実施期間とする。

５ 検診機関

検診機関は，新潟県健康づくり財団が委託する検診機関（以下「検診機関」という。）

とする。

６ 検診方法

（１） 問診

問診は，前立腺がん検診個人記録票（以下「個人記録票」という。）を用いて

行い，同意の有無を確認する。問診時には，個人記録票の整理番号欄に受診券の

整理番号を必ず記載する。

受診券に受診年月日及び検診機関名を記載し，受診者へ返却する。

（２）PSA検査
検診項目は，前立腺特異抗原（PSA）検査とし，血清中の PSAを測定する。



７ 受診方法

受診者は，受診券及び本人確認書類（新潟市国民健康保険加入者は，加入資格がわか

るもの）を持参し，集団検診会場で受診する。

８ 検診に関する費用

（１）検診料

検診料は，別に定める委託契約書のとおりとする。

（２） 一部負担額

ア  70 歳以上  無料
イ  50・55・60・65 歳 1,000円（新潟市国民健康保険加入者は 500円とする。）
ただし，受診者が次に掲げる者で，証明書の提出のあった場合は徴収しない。

a 生活保護法による被保護者
b 市民税非課税世帯に属する者
c  65歳で後期高齢者医療制度に加入している者

（３）一部負担額の納付

受診者が，直接，検診機関に支払う。

９ 指導区分

判定区分は，前立腺特異抗原（PSA）の判定基準（別表）により判断し，「精密検
査不要」又は「精密検査必要」に区分する。

（１）「精密検査不要」と区分される者

別表判定基準により，「異常なし」「経過観察」であった者とする。

（２）「精密検査必要」と区分される者

医療機関において，精密検査を受診するように指導する。

   精密検査は，「前立腺がん検診精密検査ガイドライン（別紙）」を参考に精密検査

を実施する。

10 検診結果の通知
（１）検診機関は，「前立腺がん検診結果についてのお知らせ」に PSA検査結果を記載
し，各区は「異常なし」及び「経過観察」の者に結果を通知する。

（２）各区は要精検者とされた者に対し，「前立腺がん検診結果についてのお知らせ」

「前立腺がん検診精密検査依頼書兼結果通知書」「問診票の写し」を添えて，医療

機関で速やかに受診するよう指導する。

11 検診費用（市負担分）の請求と支払



（１）検診機関は，新潟県健康づくり財団へ連名簿を提出する。

（２）市長は，新潟県健康づくり財団から請求を受けた場合において，請求書等を審

査のうえ適当と認めたときは，速やかにその費用を支払う。

12 事後指導及び報告
新潟市は，精密検査で「がん」又は「がんの疑い」と診断された者について，新潟

市医師会に疫学調査を委託する。新潟市医師会は，その結果を速やかに新潟市に報告

する。

13 委託契約の方法
検診機関については，新潟県健康づくり財団と新潟市が一括契約を行う。

14 データ管理
新潟市保健所情報システムで管理する。

15 その他
  その他，新潟市前立腺がん集団検診の実施にあたり必要な事項は別に定める。

附 則

（適用期日）

１ この要領は，平成２７年１１月１日から適用する。

 （生活保護法による生活扶助を受けている世帯等に関する特例）

２ 平成２７年３月３１日において現に生活保護法による生活扶助（以下「生活扶助」と

いう。）を受けている者である場合で，平成２６年厚生労働省告示第１３６号による改正前

の生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）に規定する基準によ

り算定したならば同日後も生活扶助を受ける者については，平成２７年４月１日から平成

２８年３月３１日までの間は，生活扶助を受けている者とみなして，第８条第２号イのａ

の規定を適用する。

附 則

この要領は，平成２７年１１月１日から適用する。

この要領は，平成２８年７月１日から適用する。

この要領は，平成２９年４月１日から適用する。

この要領は，平成３０年４月１日から適用する。

この要領は，平成３１年４月１日から適用する。

この要領は，令和７年４月１日から適用する。





（別紙）

前立腺がん検診精密検査ガイドライン




